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TDM対象薬DB

* 特定薬剤治療管理料が算定できることを保証するものではありません。また、登録されている算定情報は参考情報
としてご活用いただき、請求時点における最新の算定要件や実際の算定可否等につきましては各請求先にご確認
ください

TDMによる治療管理が必要な
医薬品の抽出が可能

算定対象疾患の情報、算定要件
に係る情報(抜粋情報)を保持

特徴

大分類 中分類

医療機関システム 調剤薬局システム 薬物療法支援 医療用医薬品マスタ

概要

TDM(Therapeutic Drug Monitoring: 薬物治療モニタリング)が必要な、特定薬剤治療管理料の
算定対象医薬品*のデータ
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TDM対象薬DB

電子カルテ、薬剤部門システムで

• TDMが必要な医薬品の注意喚起に

ご利用場面
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Note:  令和2年度診療報酬点数表に基づくデータ例

TDM対象薬DB

データ例

医薬品名:  アレビアチン注250mg

YJコード 1132400A1033

対象分類名 抗てんかん剤

対象疾患情報 てんかん、てんかん重積状態

算定情報

投与薬剤の血中濃度を測定し、
その結果に基づき当該薬剤の投与
量を精密に管理した場合、月1回
に限り470点を算定する。；てん
かん重積状態の患者に対して
…(以下略)。

• 特定薬剤治療管理料の算定項目に
記載されている、成分名称または
薬効群名等の分類、算定対象疾患
の情報、算定要件に係る情報(抜粋
情報)を保持


